
（５）風通しのよい職場づくりの検討と ①管理者は、ヒヤリハット報告書を利用し施設内状況を把握

具体的な対策 する。職員に報告書の重要性及び運用を教育し、状況把握が

①管理者が職員のストレス状況や現場の環境を できる報告書の提出を促す。ヒヤリハット報告書項目に

把握できる体制ができていない ・職員への暴力

②職員が気軽に相談できる体制がない ・利用者間トラブル

・外傷等

虐待兆候を把握するための項目を追記すると共に苦情対応

委員会と連携し、利用者・家族からの苦情報告書内に虐待の

兆候がないか、確認していく責務を虐待防止マニュアルに

規定する。

②相談しやすい環境づくりのため、管理者は、ヒヤリハット

報告書による施設内状況の把握を行ったうえで、ケアの度合

いが高い利用者や認知症の利用者等の状況から、管理者から

適切に職員への声かけを行う。安全委員会の機会などを利用

し、現場の課題に対し、職員をねぎらいながら解決への指導

を行う。その際に不満や不安の兆候がある職員に対し、個別

の声かけを行い相談受け入れ体制を示す。また、管理者等が

サービス提供現場をラウンドして直接業務の実施状況等を

確認するなど、自ら積極的に状況把握に努める。

（６）高齢者虐待防止措置の適切な実施と ①別途適用された高齢者虐待防止措置未実施減算の内容にした

評価 がって適切に改善計画を策定・実施するとともに、今後の虐待

①虐待防止のための対策を検討する委員会が設置 防止の取組が適切に実施されるよう、（１）～（５）の指摘事

されていない、指針が具体的な内容に乏しい、 項を含めて総合的に評価し、本指導に係る改善計画の見直しを

虐待防止のための研修が定期的に実施されていな 図る（見直しの時期をあらかじめ定め、結果を報告すること）

い、担当者が定められていない等、高齢者虐待 ②改善計画の実施状況について定期的に職員に報告し、また

防止措置が適切に実施されていない 職員からの意見を定期的に集約する。

②上記の状況について職員からの意見が出されて

いたものの、数か月間放置されていた

（７）身体的拘束等の適正化措置の適切な ①家族等に対して、身体的拘束等を実施することによって生じ

実施 る身体的・精神的弊害等について十分に説明をするとともに、

①利用者家族の意向を根拠に、要否の検討を十分 当該高齢者も対する再アセスメントを実施し、カンファレンス

実施せずに身体的拘束等を実施している を行う。またこれらの実施をルール化するとともに、記録を

②人員不足や多忙を主な理由とした身体的拘束等 行う。

が行われている ②身体的拘束等の適正化のための委員会・指針・研修を通じて

安易な身体拘束を未然に防ぐための取組が十分に行われるよう

別途適用された身体拘束廃止未実施減算の内容にしたがって

適切に改善計画を策定・実施する（改善計画の内容・実施状況

については、本指導に係る報告に含めること）。

指導内容 改善内容

指導に沿った改善計画例
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